
鳥インフルエンザ情報

高病原性鳥インフルエンザ（県内３例目）
発生に係る搬出制限区域が解除されました
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消毒
ポイント
番号

消毒ポイント 住所地 開設日時・運営時間

②
千葉県アグリチャレンジファーム
（旧蚕業センター）

東金市油井1055-1
【24時間運営】
令和4年1月19日午前5時～

～令和4年2月15日午前0時

④
匝瑳市役所駐車場
（そうさ記念公園側駐車場）
＊国道126号線側駐車場ではありません。

匝瑳市八日市場ハ793-2
【24時間運営】
令和4年1月26日午前5時～

⑤ 匝瑳市生涯学習センター 匝瑳市今泉6489-1
【24時間運営】
令和4年1月26日午前5時～

⑥
ひかた市民センター
（旧旭市役所干潟支所）

旭市南堀之内10
【24時間運営】
令和4年1月26日午前5時～

⑦
八街市スポーツプラザ
（テニスコート駐車場）

八街市い84-10
【24時間運営】
令和4年2月2日午前8時～

～令和4年2月15日午前0時

消毒ポイントは引き続き運営します。畜産関係者の皆様は、消毒ポイントを必ず通過してください。

本県で確認された３例目（匝瑳市）に係る移動制限区域内（半径３㎞圏内）の
清浄性確認検査を実施した結果、全て陰性でした。

この結果に基づき、県内３例目の発生に係る搬出制限区域（発生農場を中
心とする半径３～１０㎞）は２月１２日（土）０時をもって解除されました。

※本発生に係る移動制限区域（半径３㎞圏内）は、２月１８日（金）午前０時に
解除される予定です。

※県内３例目（匝瑳市）
に係る消毒ポイント④⑤⑥
は引き続き運営します。

※県内２例目（八街市）
に係る消毒ポイント②⑦
は２月１５日午前０時に
終了します。



 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等

 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用

 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等

 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等

 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用

 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕

 ねずみ及び害虫の駆除

＊降雪等の影響で、鶏舎内に野生動物が侵入することがないよう

破損箇所がないか点検を行い、破損している箇所がある場合は

至急修繕をお願いします。

自農場の家きんに異常が見られた場合は、速やかに家畜保健衛生所へ通報して下さい！

千葉県南部家畜保健衛生所 TEL 04-7092-2304 FAX  04-7092-1434
※休日、夜間は転送されますので必ず５回以上のコールをお願いします。

岩手県久慈市の養鶏農場で国内１６例目の
高病原性鳥インフルエンザが発生しました

【概要】
所在地：岩手県久慈市
飼養状況：肉用鶏（約４．５万羽）

経緯：
２/１１（金）岩手県は久慈市の農場から死亡羽数が増加している

旨の通報を受けて、当該農場に対し移動の自粛を要請するとともに
農場へ立入。簡易検査で陽性を確認。
２/１２（土）遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエ

ンザの疑似患畜であることを確認。

農場へのウイルス侵入を防ぐために、
今一度、以下の項目について点検しましょう！
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